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赤穂市訓令甲第 28号 

 

あこう地域未来創業サポート補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、赤穂市における創業及び第二創業（以下「創業等」という。）を促進し、地

域経済の活性化、新規雇用の創出及び産業の振興を図るため、創業等に要する経費の負担軽減

を目的とした、あこう地域未来創業サポート補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

について、赤穂市補助金等交付規則（昭和６３年赤穂市規則第４号。以下「規則」という。）に

定めるほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 創業 次に掲げることをいう。 

ア 事業を営んでいない個人が、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条に規定す

る開業等の届出により、新たに事業を開始すること。 

イ 事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、法人登記を行い、新たに事業を   

開始すること。 

⑵ 第二創業 既に事業を営んでいる個人事業主又は法人が、既に開始している事業とは別に、

日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行うことを

いう。 

⑶ 創業者 創業又は第二創業を行おうとする個人又は法人をいう。 

⑷ 事業所 創業等を行う場所をいう。 

⑸ 指定エリア 次に掲げるエリアをいう。 

ア 中心市街地エリア 赤穂市都市計画マスタープランにおける中心商業業務地 

イ 坂越エリア 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する   

条例（令和４年兵庫県条例第２２号）第１０条第１項の規定により指定を受けた、空家等

活用促進特別区域における下高谷地区、上高谷地区、本町・北之町・鳥井・西之町地区及

び東之町・潮見町地区 

ウ 御崎エリア 御崎地区特別指定区域における地域資源活用区域及び複合型区域 

⑹ 空き店舗等 指定エリアに所在し、過去に営業していた実績があり、現に営業が行われて

いない空き店舗及び現に人が居住していない空家をいう。ただし、空家等対策の推進に関す

る特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第２項に規定する特定空家等のうち、倒

壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空家、その他市長が適当でないと認める物

件を除く。 

⑺ 指定業種 別表第１に掲げる業種をいう。 
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⑻ 創業支援機関 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１２７条第１項の規定に

より認定を受けた、赤穂市創業支援等事業計画に基づき、市と連携して創業支援を実施する

機関をいう。 

⑼ 指定創業支援機関 市と創業支援に関する連携協定を締結し、創業支援を実施する事業者

をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。 

⑴ 補助金の交付申請をする年度内に創業等を行う者で、市内に主たる事業所（本社、本店等

をいう。）を有し、又は設けようとするものであること。 

⑵ 個人事業主にあっては、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の完

了までに市内を主たる事業所の所在地とした所得税法第２２９条に規定する開業の届出が

行われていること。 

⑶ 法人にあっては、補助事業の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行

われていること。 

⑷ 市税を滞納していないこと。 

⑸ 赤穂市暴力団排除条例（平成２４年赤穂市条例第１１号）第２条に規定する暴力団員又は

暴力団密接関係者でないこと。 

⑹ 創業支援機関若しくは指定創業支援機関の確認を受けた事業計画又は西播磨ビジネスプラ

ンコンテストにおいて最優秀賞を受賞した事業計画を有する者であること。 

⑺ 補助事業の実施に当たり行政庁の許認可等（以下「許認可等」という。）を必要とする業種

にあっては、補助事業の完了までに当該許認可等を受け、又は受ける見込みがあると認めら

れること。 

（補助事業） 

第４条 補助事業は、補助対象者が行う事業で、地域経済の活性化、新規雇用の創出及び産業の

振興に寄与し、継続が見込まれる事業とする。ただし、次に掲げる事業は対象としない。 

⑴ 別表第２に掲げる事業 

⑵ チェーンストア若しくはフランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業 

⑶ 代表者名の変更等、形態や内容に何ら変更のない事業承継による事業（後継者が事業を承

継したことを契機に業態転換、新事業進出又は新分野進出等を行うことにより、市長が当該

事業承継を創業等として認める場合を除く。） 

⑷ その他市長が補助対象として適当でないと認める事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に必要な別表第

３に掲げる経費とする。 
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２ 補助事業について、国、県、市その他の機関から補助金（この要綱に基づく補助金以外のも

のをいう。）を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金における補助対象経費を差し引いた

額を算定の基礎とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において別表第４に掲げる区分に応じ、補助対象経費に同

表に定める補助率を乗じて算出した額とし、同表に定める補助限度額を上限とする。ただし、

算出された交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（指定の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、指定事業者申請書

（様式第１号）に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 支援確認書（様式第３号） 

⑶ 誓約書（様式第４号） 

⑷ 市税の滞納がない証明書 

⑸ 補助対象経費の内訳を説明する資料（見積書等） 

⑹ 事業所の設置場所が分かる資料（位置図等） 

⑺ 交付申請者が個人の場合は本人であることを確認できる資料の写し、法人の場合は登記事

項証明書又はこれに準ずる資料の写し 

⑻ その他市長が必要と認める資料 

（決定の通知） 

第８条 市長は、指定事業者申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、指定事業者可否

決定通知書（様式第５号）により、申請者に指定の可否を通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第９条 前条の規定により指定を受けた者（以下「指定事業者」という。）は、補助金交付申請書

（様式第６号）に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 収支予算書（様式第７号） 

⑵ 補助対象経費の内訳を説明する資料（見積書等） 

⑶ その他市長が必要と認める資料 

（補助金の交付決定） 

第１０条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助金

の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式第８号）により、指定事業者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。 

（補助事業の変更等） 

第１１条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた指定事業者（以下「補助事業者」という。）
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は、その申請内容を変更しようとするときは、補助金変更申請書（様式第９号）に、次に掲げ

る資料を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の目

的及び補助金額に変更がない等、軽微な変更の場合は、この限りでない。 

⑴ 変更の内容を確認できる資料 

⑵ その他市長が必要と認める資料 

２ 市長は、補助金変更申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、変更を承認し

たときは、補助金変更交付決定通知書（様式第１０号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた日の属する年

度の３月３１日までに、実績報告書（様式第１１号）に次に掲げる資料を添えて、市長に提出

しなければならない。 

⑴ 事業の成果を確認できる資料（図面、写真等） 

⑵ 対象経費の支払を確認できる資料 

⑶ 創業したことを確認できる資料（個人事業の開業・廃業等届出書、登記事項証明書等の写

し） 

⑷ 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受け、又は受ける見込みがあるこ

とを確認できる資料 

⑸ その他市長が必要と認める資料 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補助金の額を

確定したときは、補助金確定通知書（様式第１２号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書（様式第１３号）

により補助金の交付を請求することができる。 

２ 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、補助金を交付するものとする。 

（補助金の概算払い及び精算） 

第１５条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、一度に限り、補助金

の一部について概算払いをすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の概算払いの後、第１２条の規定による実績報告書の提出

を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定した補助金の額と既に交付されている

補助金の額との差額を交付するものとする。 

（指定の取消し） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第８条による
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決定を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合 

⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

⑶ 補助事業を承認なく変更し、又は中止した場合 

⑷ 補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年以内に事業所を移転

した場合 

⑸ 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けることができなかった場合、

又は当該許認可等が取り消され、若しくは効力を失った場合 

２ 市長は、前項の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、その旨を指定事業者決定

取消通知書（様式第１４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（財産処分の制限） 

第１７条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得

財産等」という。）を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年以

内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様式第１５号）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金返還命令通知書（様式第１６

号）により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 第１５条第２項の規定による精算の結果、確定した補助金の額が既に交付されている補助

金の額を下回るとき。 

⑵ 第１６条第１項の規定により指定事業者の指定を取り消した場合において、補助金が既に

交付されているとき。 

⑶ 前条の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補

助事業者に収益が生じたとき。 

２ 前項の規定による補助金の返還額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

⑴ 前項第１号に該当する場合 確定した補助金の額と既に交付されている補助金の額との差

額 

⑵ 前項第２号に該当する場合 全額 

⑶ 前項第３号に該当する場合 当該収益に別表第４に掲げる補助率を乗じて算出した額 

（状況報告等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年

間、事業の実施状況について、毎年市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。 

３ 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して
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報告を求め、又はその帳簿等の資料その他の物件に関し説明を求めることができる。 

（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年６月１７日赤穂市訓令甲第４９号) 

この要綱は、公布の日から施行する。 

  付 則（令和８年３月２７日赤穂市訓令甲第３１号） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の別表第３備考２の規定は、この要綱の施行の日以後に第１０条第１

項の規定により交付決定した補助金から適用し、同日前に同項の規定により交付決定した補助

金については、なお従前の例による。 

別表第１（第２条関係） 

指定エリア 指定業種 

中心市街地エリア 日本標準産業分類における次に掲げる業種 

 ⑴ 情報サービス業 

 ⑵ インターネット附随サービス業 

 ⑶ 映像・音声・文字情報制作業 

 ⑷ デザイン業 

 ⑸ 経営コンサルタント業 

 ⑹ 広告業 

観光振興に資する業種 

その他市長が認める業種 

坂越エリア 観光振興に資する業種 

その他市長が認める業種 

御崎エリア 観光振興に資する業種 

その他市長が認める業種 

別表第２（第４条関係） 

補助対象外事業 

⑴ 農業 

⑵ 林業及び狩猟業 

⑶ 漁業 

⑷ 金融業及び保険業（生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。） 
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⑸ 娯楽業のうち賭博性を有する事業、公営ギャンブル関連事業、芸ぎ業、観相業及びこれ

らに類する事業 

⑹ 学校法人が行う事業 

⑺ 医療業（施術業を除く。） 

⑻ 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業 

⑼ ＬＬＰ（有限責任事業組合）が行う事業 

⑽ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項及び第５項に規定する事業 

⑾ その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 

別表第３（第５条関係） 

補助対象経費 

⑴ 施設改修費 

⑵ 設備等購入費 

⑶ 空き店舗等取得費 

⑷ 賃借料 

⑸ 広告宣伝費 

⑹ 販促費 

⑺ 人件費 

⑻ 委託費 

⑼ その他市長が適当と認める経費 

備考 

１ 消費税及び地方消費税については、補助対象経費としない。 

２ 補助対象者の配偶者又は３親等以内の親族（補助対象者が法人の場合は、その役員又は

その配偶者若しくは３親等以内の親族）に対する支出については、補助対象経費としない。 

別表第４（第６条、第１８条関係） 

区分 
基本補助限

度額 

補助限度額の上乗せ 

補助率 
年度ごとの補助限

度額 

空き店舗等

の活用によ

る創業等 

指定業種に

よる創業等 

一般枠 ５０万円 ２００万円 ２００万円 補助対象経

費の３分の

２ 

⑴ 初年度 

 ２５０万円 

⑵ 第２年度（初

年度の翌年度） 
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伴走支援

枠 

１００万円  １５０万円 

⑶ 第３年度（第

２年度の翌年度） 

 １００万円 

備考 伴走支援枠とは、指定創業支援機関による伴走支援を受けて創業等を行う場合をいう。 


